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第２節 物流・交流基盤の強化 

第１項 災害に強い「港湾」に向けた取組 

１．港湾機能の回復 

（1）応急対応 
1）緊急⽀援物資船の受け⼊れ体制 

・船舶の⼊港に伴うバース調整等の窓⼝である仙台塩釜港湾事務所も被災したことから，港湾課が窓
⼝となって⼊港船舶の調整を⾏うこととし，港 （宮城海上保安部），港湾荷役業者等の関係者と調
整して，緊急⽀援物資船の⼊港⽀援を⾏った。 

・船舶の⼊港に伴う荷役に際しては，地元の港湾運送事業者である 間企業 2 社が共同で対応した。 
・緊急⽀援物資の荷役・輸送に当たっては，県の災害対策本部と連携をとり燃料や作業員の⽔・⾷料

等の確保やシャーシ輸送⽤のトラクタと運転⼿は，関係団体の協⼒を受け確保することができた。 
 

2）港湾の安全管理及び保安対策 
・震災直後の港湾周辺地域では，不審者による港湾内の残存貨物や事業所への侵⼊，震災廃棄物集積

所近辺での廃棄物の不法投棄，被災⾞両仮置場での盗難事故などが発⽣しており，港湾施設管理の
観点からの警備が必要となった。 

・仙台塩釜港仙台・塩釜・⽯巻港区においては，平成 17 年度より国際テロ対策の⼀環として，警備会
社への委託による港湾施設の出⼊管理及び巡回警備等を実施してきた。 

・本来であれば，平成 23 年 3 ⽉をもって当時の警備業者との業務委託契約期間が満了するところであ
ったが，随意契約による業務期間の延 を い，港湾施設や震災廃棄物の集積場，港湾内の遺体安
置場等で巡回警備を実施し，当⾯の安全確保を図った。（当該延 期間の満了後は，⼊札の実施によ
り新たに警備業者と契約を結んでいる。） 

・外航船が⼊港するようになってからは，損壊したフェンス等保安設備が従前果たしてきた機能を⼈
的警備の強化により補完するよう，東北地⽅整備局港湾空港部港湾保安管理官室と協議を⾏い，埠
頭保安規程に「埠頭保安設備が復旧するまでの間の経過措置」を設ける形で国の承認を得て，当該
措置の実施を開始した。 

 
3）港湾内の震災廃棄物処理 

・沿岸部に漂着したがれきや津波堆積物，被災⾞両・船舶等が打ち上げられ，港湾の早急な機能回復
の為に迅速に処理を進める必要が⽣じた。 

・⼟⽊部所管施設上の震災廃棄物については，平成 23 年３⽉ 20 ⽇付け「⼟⽊部所管施設上の災害廃
棄物処理について」に従い，撤去作業を実施した。 

・被災⾞両については，震災廃棄物対策課の処理スキームに従い，被災⼩型船舶については，⽔産業
基盤整備課が所管する処理スキームに則り処理を進めた。 

・臨港道路や荷さばき地等に堆積した倒⽊やがれき等その他の震災廃棄物については，適宜集積の
上，処分を進めた。 
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２．復旧・復興の取組 

（1）漂流物対策 
1）背景 

津波により，コンテナや完成⾃動⾞等の貨物が流出・散乱し，臨港地区とその背後の家屋等の倒壊を
誘発するとともに，港湾内外に多くの障害物が漂流・沈没し，船舶や⾞両による緊急物資の輸送にも⽀
障をきたした。また，臨港道路上での流出物の散乱により，避難者や港湾従事者の救助や避難に⽀障と
なった。 

そのため，レベル１津波に対しては，防潮堤の整備により防護するが，レベル２津波に対しても港湾
背後に障害物が流出しない対策や緊急輸送路・避難路を確保するための対策を講じるものである。 

 

2）概要 
・事業名：社会資本整備総合交付⾦ 仙台塩釜港仙台港区海岸効果促進事業 
・延 ：L=5.82km 
・構造等：臨港道路の中央分離帯を利⽤したガードケーブル形式 

 

 

  

T.P 5.4m 

図  イメージ図 

図  東⽇本⼤震災時の状況 
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3）整備状況 
仙台塩釜港仙台港区海岸効果促進事業の当初においては，中央分離帯⽤地を利⽤した⼟堤を計画して

いたが，その後，平成 26（2014）年３⽉に津波漂流物対策施設設計ガイドラインが策定されたことか
ら，これに沿って設計を⾏い，ガードケーブル形式を採⽤した。 

 

 
図  施設配置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  標準断⾯図  

中央幹線 蒲⽣幹線 中野幹線 
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（2）貞⼭１号岸壁（予防保全事業）（国⼟交通省事業） 
1）概要 

仙台塩釜港（塩釜港区）において，⽼朽化による使⽤停⽌や施設更新のリスクが⾼まっている中で，
東⽇本⼤震災後に国⼟交通省による国有港湾施設の点検により貞⼭１号岸壁の鋼管セル部に局所腐⾷が
確認された。その結果，将来的にも岸壁本体の安全性を確保することが困難であるとの国の判断によ
り，予防保全事業として事業化したもの。 

 
2）整備⽅針 

貞⼭１号岸壁を岸壁の⽼朽化対策として整備する。岸壁構造上，現状の⽔深-8.5ｍから-9.0ｍに増深
し，更にバルク貨物の集約化を図るために埠頭⽤地の拡張⼯事も実施する。平成 27（2015）年４⽉から
公有⽔⾯埋め⽴て出願を⾏い，事業を本格化する。 

また，港湾計画上，耐震強化岸壁の位置づけとなっていることから，整備にあたっては，岸壁の構造
上，耐震機能を備えている施設とする。 

 
3）事業概要 

着⼿年度 平成 26（2014）年度 令和 2（2020）年度 

 
図  事業位置図 
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（3）プライベートバース公共化 
1）概要 

仙台塩釜港（⽯巻港区）においては，港湾 地企業が所有する 間バースが多数被災し，⽴地企業の
中には，多額の費⽤がかかる復旧を⾏わずに⽯巻港区から撤退する動きを⾒せる企業もあり，港湾⽴地
企業の撤退，ひいては将来的な地域の経済活動の後退が懸念される中で，被災した 間企業への公的 
援の⽅法が検討された。 

結果として， 間バースを県に無償帰属し，施設を集約した上で公共バースとして復旧するという整
理のもと，飼料企業所有のドルフィン７つが被災した東⽔路北側護岸を対象として，プライベートバー
スが事業化されることとなった。 

 

図  事業位置図 

  

 
集約・公共バース化 
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2）復旧⼯事 
平成 23（2011）年度より設計業務を進め平成 24（2012）年度から現地着⼿。平成 26（2014）年度ま

でに，１⼯区（Ｌ＝110ｍ）と２⼯区（Ｌ＝110m）の下部⼯が完成し，平成 30（2018）年度に完成し
た。 

 

図  計画イメージ平⾯図 
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図  標準横断 

 

 
図  現場写真（ 撮影） 

 

  

防潮堤⼯事 
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（4）上屋の再編計画 
東⽇本⼤震災の津波により，仙台塩釜港の３港区（仙台港区・塩釜港区・⽯巻港区）で県所有の上屋が被

災した。 
上屋復旧に当たっては，⼈命・財産を守るという視点と震災時の物流機能の早期回復，緊急⽀援物資の 

収容などの理由から，荷役作業に⽀障がなく利⽤者から了解が得られる範囲で，レベル１津波からの防護を
考える必要がある。 

上屋のレベル１津波からの防護⽅法としては，⼤きく分けて以下の３つが考えられる。防護⽅法の優先 
順位は，レベル１津波に対する安全性を考慮し，以下のとおりとする。 

 
表 3- 3 上屋の防護⽅法 

優先 
順位 

防護⽅法 イメージ図 

１ 
防護ライン（防潮堤）の内側に上
屋を移転復旧する。 

 

２ 
上屋を防護ライン（防潮堤）と兼
⽤し，浸⽔⾼さまで防潮堤と同等
の構造とする。 

 

３ 

防護ライン（防潮堤）の外側に上
屋を復旧し，上屋の構造を浸⽔⾼
さまで防潮堤と同等の構造とす
る。 
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○復旧事例 
仙台港区は，上屋位置を変更し，防潮堤の内側に復旧した。また，⽯巻港区では，既設上屋４棟のう

ち上屋３棟を１棟に集約し，計２棟の上屋を防潮堤の外側に復旧した。塩釜港区では，上屋の⼀部は再
編したものの，概ね既存の位置（防潮堤の外側）に復旧することとなった。 

 
 

 
⼤⼿上屋（⽯巻港区） 施⼯前 

 

⼤⼿上屋（⽯巻港区） 施⼯後 
図  施⼯状況 

 

（5）港湾貨物取扱量 

 

 
図  各港湾別取扱貨物量の推移 

 

 令和元（2019）年における県内全港湾の港湾取扱貨物量は，4,410 万トンとなり，前年に対し 89%，震災
前の平成 22（2010）年に対しては 109%であった。 
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図 3- 3 仙台塩釜港 仙台港区（中野地区） 

 
（6）震災後の港湾計画改定 

1）  
平成 24（2012）年８⽉に仙台湾内にある仙台塩釜港，⽯巻港，松島港の３港を対象とした港湾 期 

計画構想を策定している。 
平成 23（2011）年３⽉ 11 ⽇の東⽇本⼤震災による被害，経済社会及び港湾⾏政の動向を踏まえ，

更なる東北地⽅グローバル港湾としての発展することを⽬的に，各港（港区）の課題整理等と統合港
湾としての港湾計画の素案づくりを実施した。 
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図 3- 4 震災を踏まえ各港が有する課題 

 
 

 

 
図 3- 5 広域⽀援体制に対する耐震強化岸壁整備状況 
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① 震災復興における港湾の復旧 
港湾の機能回復や物流機能の確保を図るため，早急に港湾施設を復旧させ，港湾関連企業の早期業務 

再開を⽀援する。 
⼥川港等の地⽅港湾においては，復興まちづくりと連携を図りながら復旧を進める。また，津波に対す

る港湾施設や港湾背後地への防災・減災機能を強化するための対策を実施する。 
災害時における港湾機能の相互補完の観点から，仙台塩釜港と⽯巻港と松島港の三港を⼀体化する。 

 
図 3- 6 港湾の復旧・復興のイメージ 

 

 
図 3- 7 三港統合港湾のビジョン 
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② 新しい国際拠点港湾仙台塩釜港 
平成 24（2012）年 10 ⽉ 17 ⽇付けで仙台塩釜港の港湾区域の変更と港湾法施⾏令の改正がなされ，新

たな国際拠点港湾「仙台塩釜港」がスタートした。 
新しい仙台塩釜港として，⼀体的な整備や管理，運営を⾏いこれまで以上に使い勝⼿の良い港を⽬指

している。 
 

③ 仙台塩釜港港湾計画策定（平成 25（2013）年６⽉） 
○三港統合による新しい港湾計画 

平成 30 年代後半を⽬標年次とする。 
規定計画 仙台塩釜港：改訂時期 平成 20（2008）年 11 ⽉，⽬標年次 平成 30 年代前半 
     ⽯ 巻 港：改訂時期 平成 17（2005）年 3 ⽉，⽬標年次 平成 20 年代後半 
     松 島 港：港湾計画なし 

 
図 3- 8 新しい港湾計画変更のポイント 
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（7）港湾施設使⽤料減免 
・震災被害により港湾施設の利⽤が不可能となったことから，使⽤許可の取り消しと事前納⼊済みの 
使⽤料の返還を⾏った。 
・また，被災施設の損傷とその後の災害復旧⼯事の実施に伴う利⽤制限により，利⽤者に対して本来の 
機能を提供できなくなったことから，荷さばき地・野積場等について，使⽤料の減免（50％）を実施した。 

 
（8）雲雀野震災廃棄物と廃棄物護岸整備 

○港湾⽤地を活⽤した震災廃棄物処理 
・⽯巻地域の震災廃棄物を処理する⽤地として，仙台塩釜港⽯巻港区雲雀野地区の港湾⽤地を提供した。 
・震災廃棄物の処理に当たり，分別後再利⽤できないものについては，再⽣資材として港湾埋め⽴て材や

焼却により処理した。 
・震災廃棄物の焼却によって⽣じた焼却灰の処理を促進する観点から， 巻港区雲雀野地区の 12ｍ岸壁

予定地において，国の補助事業を活⽤し，廃棄物埋め⽴て護岸の整備を⾏い，造粒固化した焼却灰を埋
め⽴て材として⽤いた。 

・また，埋め⽴ての着⼿に当たり，港湾計画の変更や公有⽔⾯埋め⽴て免許の変更等必要となる⼿続を速
やかに終えると共に，関係機関である環境部局や海上保安部等との調整を図り，円滑な処理業務の推進
に努めた。 

・埋め⽴て場所を活⽤することにより，最終処分場に持っていく震災廃棄物の量を削減することができ，
震災廃棄物処理の迅速化に寄与した。 

 
（9）45 フィートコンテナ普及 

1）みやぎ 45 フィートコンテナ物流特区の創設 
⼀般的な国際海上コンテナのサイズは 20 フィ

ート，40 フィートコンテナであったが，平成 17
（2005）年に 45 フィートコンテナが ISO で規格
化されたことから，45 フィートコンテナの陸上輸
送の実現を⽬指し，平成 23（2011）年３⽉に，45
フィートコンテナを利⽤できる構造改⾰特区「み
やぎ 45 フィートコンテナ物流特区」として，全
国で初めて，宮城県の全域が指定された。 

45 フィートコンテナの普及と利⽤拡⼤を⽬的
に，運送事業者が 45 フィートコンテナ輸送⾞両
を購⼊する場合に，その費⽤の⼀部を補助する制
度を平成 25（2013）年度に創設し，45 フィート
コンテナ輸送⾞両の整備促進と 45 フィートコン
テナの利⽤促進に取り組んでいる。 

 

【みやぎ 45 フィートコンテナ物流特区】 
 平成 23（2011）年２⽉に特区計画申請を⾏い，同年 3 ⽉

25 ⽇に「みやぎ 45 フィートコンテナ物流特区」が認定さ

審査基準が緩和され，40 フィートコンテナと同等の条件

での公道輸送が可能となった。特区の指定申請に当たって

は，具体的な利⽤者の記載が必要となり，これまでに指定

実績は述べ 13 件，47 台。  
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2）これまでの取組実績 
○45 フィートコンテナ取扱量実績 

平成 23（2011）年から平成 27（2015）年までの累計取扱本数は，15,549 本（平成 27（2015）年速
報値を含む）。 

表 3- 4 

年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 合  計 
本数 403 2,981 3,675 4,706 3,784 15,549 

 
○宮城県 45 フィートコンテナ輸送⾞両購⼊⽀援補助⾦交付実績 

物流コスト削減，CO２排出量削減に有効である 45 フィートコンテナの普及と利⽤促進を図るため，
45 フィートコンテナ輸送⾞両（シャーシ）の購⼊費⽤の⼀部を補助する。 

⽀援補助⾦の交付実績は次のとおり。 
平成 25（2013）年度  

６社（シャーシ６台増加） 
平成 26（2014）年度  

６社（シャーシ６台増加） 
計 延べ 12 社（シャーシ 12 台） 

 
 
 
 
（みやぎ 45 フィートコンテナ物流特区） 
 
 
 
 
 
 
 

  

【特例措置の内容】 
（１）特殊⾞両通⾏許可限度算定要領によらず，当該⾞両の軌跡図を⽤いて審査を⾏い，45 フィートコンテナ⽤

セミトレーラー連結 と同等の通 条件（ さに対応したもの）まで緩和して許可すること。 
（２）45 フィートコンテナに国内貨物を積載する場合における 両の さの許可の上限値を 18 メートルまで緩和

すること。 
【前提条件】 
  協定の締結⼜は特殊⾞両通⾏許可の条件により，実施主体（申請者）から道路管理者に対し，⾞両の運⾏状況，

【事業概要】 
補 助 対象者：県内に事業所を有する運送事業者 
補助対象経費：45 フィートコンテナ輸送⾞両の購⼊費⽤ 
   ＊45 フィートコンテナ輸送⾞両とは 

・45 フィートコンテナを専⽤に積載する被牽引⾞両 
・45 フィートコンテナを積載する被牽引⾞両であって 45

フィートコンテナ以外のコンテナも積載できる⾞両 
補 助 率：１／２以内（※補助⾦額は千円未満切り捨て） 
補 助 限度額：300 万円／台 
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３．各港（港区）の復旧事例 

（1）仙台塩釜港（仙台港区） 
○⾼砂コンテナヤードの再耐震化（国⼟交通省事業） 
 ）概要 

東⽇本⼤震災で⼤きな被害を受けた⾼砂２号岸壁（-14ｍ）は，想定レベルＬ２地震動を受けた場合，
再度被災する可能性があるため，再耐震化事業を実施し，Ｌ２レベルの震災時において安定した物流を
確保することを⽬的としている。 

 
 ）整備⽅針 

⾼砂コンテナヤード内での⼯事となることから，全体３ブロックに分割して実施する。コンテナの荷
役作業の⽀障とならないように荷役業者と調整し夜間⼯事等の対応を⾏う。 

 
 ）事業概要 

着⼿年度 平成 25（2013）年度   全体事業費 40 億円 

 
図  耐震強化岸壁 

 
  

・・・（追記）レベル 2地震でも使用可能な状態を確保できる岸壁（設計でレベル 2照査をした岸壁） 
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図  岸壁法線のはらみだし 

 

 

図  標準断⾯図 

  

最⼤  
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（2）仙台塩釜港（⽯巻港区） 
○雲雀野防波堤災害復旧 

仙台塩釜港（⽯巻港区）の雲雀野防波堤は， 巻港区雲雀野地区から南北に延びる全 1,080ｍの防波
堤である。東⽇本⼤震災により，最⼤ 1.8ｍ沈下するという被害を受けた。 
平成 24（2012）年７⽉より復旧⼯事に着⼿し，平成 25（2013）年５⽉に復旧完了している。 

 
図  施⼯位置図 

 

 
図  復旧断⾯図  
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（3）⼥川港 
○⼥川湾⼝防波堤災害復旧 
1）概 要 

⼥川湾⼝防波堤は，⼥川港の湾⼝部に建設され
た県内唯⼀の津波防波堤である。昭和 35（1960）
年５⽉に発⽣したチリ地震津波により，甚⼤な被
害が発⽣したことを受け，旧運輸・農林両省庁の
合併事業として昭和 36（1961）年に事業着⼿し，
昭和 42（1967）年に完成した。⼥川湾は南北で所
管が異なり，北側は国⼟交通省（旧運輸省）所管
の港湾施設，南側は農林⽔産省所管の漁港施設と
いう区分けになっており，湾⼝防波堤も，北防波
堤は港湾施設，南防波堤は漁港施設という区分と
なっている。 

平成 23（2011）年３⽉ 11 ⽇に発⽣した東⽇本
⼤震災では，津波により北防波堤（港湾施設）の
ケーソンが全て倒壊・流失し，南防波堤（漁港施
設）も陸側のケーソンが１函残るのみという状態となった。 

 

 
図  ３⽉ ⽇ 津波襲来後の引き波の様⼦（南防波堤側から）

 
図  ケーソンが流出した南北防波堤 

図  施⼯位置図 
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2）復旧⼯事 
復旧にあたっては，原形復旧を基本としながらも，再度災害防⽌の観点から「粘り強い構造」を付加

することとし，⽔理模型実験の結果を踏まえて復旧断⾯を決定した。防波堤⾼さなどの基本的な構造は
原形通りとしながらも，レベル２津波に対する「粘り強さ」として潜堤の被覆ブロックの⼀部（ 25m
以浅）を連結し，レベル２津波時のケーソンの安定を図る構造とした。 

 
図  潜堤復旧断⾯（着⾊部分が粘り強さ部分） 

 

 
図  ケーソン部復旧断⾯（着⾊部分が粘り強さ部分） 

 
復旧⼯事においては，南北ほぼ同⼀の構造物を，別々の発注機関が発注することによる様々な不都合

を避けるため，南防波堤（漁港施設）についても港湾側で執⾏受任にて施⼯することとし，平成 24
（2012）年 10 ⽉に着⼯した。⼥川港の近隣には適当な場所がなかったことから，南北防波堤合わせて
28 函のケーソンは仙台塩釜港（⽯巻港区）にて製作し， 巻港区  川港間を回航して据付を⾏った。 

総事業費約 81 億円をかけた⼥川湾⼝防波堤の復旧⼯事は，着⼯から３年半を経た平成 28（2016）年
３⽉に完成した。 
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図  施⼯状況 

ＦＤ船によるケーソン製作 ケーソン進⽔  

ケーソン据付 上部コンクリート打設 完成 
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第２項 仙台空港の復旧と交流⼈⼝拡⼤による東北の活性化 

１．仙台空港の復旧 

（1）仙台空港 
1）被災内容 

滑⾛路，誘導路等は津波の影響により冠⽔し，⾞両等の漂着物が堆積した。また，冠⽔による影響で
進⼊灯橋梁橋台の洗掘と⾞両等の漂着物の衝突による破損，エプロン照明灯柱の損傷，⽔路の流下阻害
が起こった。 

なお，地震の影響により，⼀部液状化対策していない誘導路では舗装⾯の陥没が発⽣した。 
 

 
図 3- 56 Ｂ滑⾛路 

 

 
図 3- 57 エプロン・誘導路 
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2）復旧復興に向けて 
 防災拠点としての役割を果たすため迅速に復旧を⾏った。 
被災後 
２⽇⽬…国⼟交通省緊急災害対策派遣隊が現地⼊りし，グレーダー，タイヤショベル等の重機の⼿配

を⾏なった。 
３⽇⽬…滑⾛路，誘導路，エプロン等の⽡礫除去作業開始 

（維持管理担当の業者が担当） 
まず，早急に⾃衛隊等の応援機が着陸出来るよう滑⾛路 1,500m 分の運⽤再開を⽬指し，⽐
較的⽡礫の少なかったＢ滑⾛路 3,000ｍの⼀部から，道路清掃⾞により除雪を⾏う要領で⼟
砂を取り除いた。 

４⽇⽬…救急救命・緊急輸送⽤ヘリコプターの運航再開 
５⽇⽬…Ｂ滑⾛路 1,500m 分の運⽤を再開（⾃衛隊等の救援機限定の運⽤） 
18 ⽇⽬…Ｂ滑⾛路 3,000m の運⽤再開（⽶軍機の救援機の受⼊） 
33   … 間航空機の運航を再開 
 
②防災拠点空港としての仙台空港の復旧・復興に向けての検討を⾏った。 
仙台空港の本格復旧にあたって，国⼟交通省では「空港の津波対策の⽅針」に準拠し平成 23

（2011）年７⽉から３回にかけて仙台空港復旧・復興のあり⽅について検討を⾏った。 
検討会では，⾃治体（宮城県，岩沼市，名取市）の津波対策の⽅針を反映した仙台空港の津波シミュ
レーションを⾏い，その結果を受けて復旧・復興に向けた仙台空港施設整備の⽅向性を⽰している。 
 
・Ｂ滑⾛路及びＣ平⾏誘導路嵩上げによる浸⽔及び津波漂流物対策 
・航空機の漂流防⽌対策（航空機の待避エプロン） 
・津波漂流物（⾞両及び中規模の⽊材・⽡礫等）対策 
・特殊⾞両の避難場所の確保と避難場所における外部アクセス  
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（2）仙台空港ビル株式会社 
1）被災内容 

中２階まで津波により浸⽔し，１階に設置してあった電気設備・受変電設備・ボイラー・空調設備・
⾃家発電・消防設備・監視カメラ等の機械電気設備が壊滅した。被害総額は，約 42.4 億円（CIQ 部分
を除く）で，復旧までに約 11 ヶ⽉を要した。 

 
図  空港施設復旧状況 

 

  

国際線⼿荷物受取所 

エスカレーター 

１階センタープラザ 

被災直後 復旧状況 
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2）復旧・復興に向けて 
今回と同程度の地震及び津波に対して，基幹設備の被災を最⼩限にとどめるため，電気，給⽔， 防

災設備等で各対策を実施することとした。 
当初，各設備を１階から２階へ移動することで検討したが，２階には設備を配置する⼗分なスペース

が確保できなかった。このため，最低限の施設を２階へ移動し，その他は現位置で耐⽔性や⽌⽔機能の
向上を図ることとなった。 

 
具体的な内容として災害復旧事業により以下の対策を⾏った。 
＜＜防防災災セセンンタターー＞＞  
・中央監視，防災設備は，１階が⽔没しても全体に影響しないシステムに変更した。 
・防災センターは，⼈の出⼊りが多く，扉による⽌⽔性能の確保が難しいことから，１階から中２階

に移動した。 
 
＜＜電電気気室室，，⾃⾃家家発発電電室室，，熱熱源源機機械械室室等等＞＞  
・外周間仕切り壁は，津波に耐えうる強度を持つ壁を設置した。また，⽬地シールにより⽌⽔機能を

持たせた。 
・各室の扉は，⽔密性や耐⽔圧仕様の構造とした。 
・熱源機械室は，トレンチ内部から浸⽔を防⽌するために堰を設けた。 
・⾃家発電室の給排気開⼝の位置は，浸⽔しない⾼さに変更した。 
 

3）災害復旧資⾦スキーム 
被害総額 約 42.4 億円 
災害復旧費を仙台空港ビル株式会社⾃社で保有していた資⾦では賄えなかったため，⾃⼰負担⾦ 3.2

億円に加え，国から 31.36 億円，県から 7.84 億円の無利⼦貸付⾦により災害復旧⼯事を⾏った。 
なお，貸付期間は，平成 23（2011）年から平成 43（2031）年の 20 年であり，据置期間は平成 23

（2011）年から平成 28（2016）年の５ヶ年としている。 

 
図  資⾦スキーム  

貸付⾦対象 
施設 

貸付⾦対象外 
施設 

商業施設
3.1億円

本体部分（商業施設）除く
39.3億円

ＣＩＱ部分は国費

自己負担
3.2億円

県貸付
7.84億円

国の無利子貸付※
31.36億円

空港ビル自己負担分(0.1億円)
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（3）仙台エアカーゴターミナル株式会社 
1）被災内容 

国際貨物棟，冷凍冷蔵庫，燻蒸関係施設，計量器，その他施設について，焼失または損壊した。被災
総額は，約 3.51 億円で復旧までに約５ヶ⽉間を要した。 

 
図  保税蔵置場（浸⽔した⾞両から引⽕し全焼）と施設全景 

 

 
図  航空会社貨物棟（貨物搭載上屋）の復旧状況 

  

被災直後 復旧状況 
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2）復旧・復興に向けて 
国内貨物棟，エアライン棟，機体⽀援棟，テント倉庫については，業務を再開するために最低限必要

な施設であったため，⾃⼰資⾦にて⼤規模修繕を⾏い，平成 23（2011）年８⽉１⽇から業務を再開し
た。 

国際貨物棟，冷凍冷蔵庫，燻蒸関係施設，計量器，その他施設の復旧については，⾃⼰資⾦で賄えな
いため，復旧資⾦スキームを組み，中⼩企業等グループ施設復旧整備補助⾦を利⽤することで復旧を⾏
った。冷凍冷蔵庫，燻蒸関係施設，計量器については，震災前と同規模の施設が必要であり，同規模で
の復旧を⾏ったが，国際貨物棟については震災前の建物が取扱貨物量に対して過⼤な施設であったこと
を踏まえ，震災前の約１／４の規模に縮⼩して新築し，資⾦削減に努めた。 

 
3）災害復旧資⾦スキーム 

被被害害総総額額  約約 33..5511 億億円円  
第１期⼯事として早期復旧が必要な施設である国内貨物棟，エアライン棟，機体⽀援棟，テント倉庫

については，業務再開のため早急に復旧する必要があったため，会社の⾃⼰資⾦で復旧を⾏った。 
その他の施設については，第２期⼯事として⾏っている。⾃⼰資⾦のみでの復旧が財源的に困難であ

ったが，今後業務の機能を回復する上では復旧しなければならない施設であったため，中⼩企業等グル
ープ施設等復旧整備補助事業制度を活⽤して復旧を⾏った。 

 

 
図 3- 62 資⾦スキーム 
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（4）仙台空港アクセス鉄道株式会社 
1）被災内容 

仙台空港駅１階の運輸管理所，通信・指令設備等が全壊したほか，防⾳壁の⼀部倒壊・崩壊，レール
の⼀部に歪みが発⽣した。施設被害総額は，27 億５千万円で復旧までに約７ヶ⽉を要した。  

 
図  仙台空港アクセス鉄道の復旧状況 

  

  防⾳壁等（仙台空港―美⽥園間） 

橋脚（仙台空港―美⽥園間） 

仙台空港駅 

被災直後 復旧状況 
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2）復旧・復興に向けて 
仙台空港駅１階部に設置してある電気設備，通信指令設備等が津波により壊滅的な被害を受けたこと

が，営業を再開できない⼤きな要因であった。このことから，仮に再度浸⽔し空港機能が停⽌したとし
ても鉄道沿線住 の移動⼿段については確保しておく必要があることから，主要設備である配電・信号
通信機械，運輸指令設備については，１階から２階へ移動した。それに伴い，駅業務室や倉庫を２階か
ら１階に変更した。なお，各設備については，性能向上等のグレードアップは⾏わず被災前の仕様とし
た。 

具体的な内容として以下の対策をおこなった。 

 ＜＜配配電電室室，，信信号号通通信信機機械械室室，，運運輸輸指指令令室室＞＞  

 ・各部屋とも１階から２階へ移動する。 

 ＜＜⾃⾃家家発発電電室室＞＞  

 ・⾃家発電機はかなりの重量があることや燃料（危険物）の取扱により，２階への移動が難しいこ
とから，室内に防⽔壁を設置し，東⽇本⼤震災と同程度の浸⽔に対応できるようにした。 

 
3）災害復旧資⾦スキーム 

被被害害総総額額    約約 2266..22 億億円円  
仙台空港アクセス鉄道の資産の上下分離化にともない，上部施設（線路設備・停⾞場施設・運転保安

施設・電気施設・通信施設・⾞両施設）は仙台空港アクセス鉄道株式会社の資産，下部施設（トンネル
施設・⾼架橋橋脚）は県資産となっているため，上部・下部によって補助割合が異なっている。 

復旧にあたっては，国に対する，度重なる政府要望の結果，新たな⽀援制度が創設され，上部施設に
おいては鉄道会社の事業者負担が４分の１であったところ，事業者負担については全額が補助となっ
た。 

また，下部施設についても補助対象部分の国庫補助⾦を控除した県負担分が特別交付税対象などによ
り，復旧費については，全額補助⾦が充てられることになった。 

 
 
 
  【上部施設】約 21.7 億円 
        国庫補助 25％          県補助 75％ 
 
 
 
 
  【下部施設】約 4.5 億円 
            国庫補助 50％         県負担 50％ 
 
 
 

約 5.4 億円 
９割=特別交付税対象・１割＝震災復興基⾦ 

約 16.2 億円 

約 2.2 億円 
全額=特別交付税対象 

約 2.2 億円 

災害復旧費総額 約 26.2 億円 
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（5）⽶国からの⽀援（トモダチ作戦）による取組 
 
＜＜仙仙台台空空港港ににおおけけるる⽶⽶軍軍各各部部隊隊のの⽀⽀援援内内容容＞＞  
●空軍（平成 23（2011）年３⽉ 16 ⽇ ４ 上旬） 

・先乗り部隊として⾃衛隊及び空港当局との調整 
・管制当局との調整 
・C 130 を使っての物資運搬，荷下ろし 
・ヘリによる緊急物資を被災地へ運搬 

●海兵隊（平成 23（2011）年３⽉ 19 ⽇ ４ 上旬） 
・空港ターミナルビル・駐⾞場の⽡礫，⾞両の撤去 
・Ａ滑⾛路上の⾞両運搬 

●陸軍（平成 23（2011）年３⽉ 21 ⽇ ４ 上旬） 
・⾃衛隊と連携し緊急物資を被災地へ陸送 
・航空⼤学校の⽡礫撤去 

●⽇本の⾃衛隊（平成 23（2011）年３⽉ 19 ⽇ ４ 上旬） 

 

図  ⽶軍⽀援（トモダチ作戦）の概要 

 
※平成 23（2011）年３⽉ 18 ⽇ ４⽉３⽇ 救援物資輸送として⽶軍の救援機（Ｃ130，Ｃ17）計 87 機

着陸 
※平成 23（2011）年４⽉ 11 ⽇ ⽶軍，⾃衛隊 仙台空港から全隊員移動 

救援物資を積んだ輸送機 救援物資を運ぶ⾞輌 

被災⾞輌の撤去の様⼦ ⽶軍との打ち合わせの様⼦ 
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２．交流⼈⼝拡⼤による東北の活性化 

（1） とは 
県では，仙台空港を核に交流⼈⼝の拡⼤を図り，地域経済を活性化させ，震災からの創造的復興をい

ち早く成し遂げるため，官 連携による「仙台空港 600 万⼈・５万トン実現サポーター会議」を⽴ち上
げ，地元機運を めるなど，全国に先駆けて空港 営化を推進してきた。 

平成 25（2013）にいわゆる「 活空港運営法」が施 されたことに伴い，滑 路などの空港基本施設
等の所有権は国に残しつつ， 間事業者が空港を運営することが可能になった。 

県では，国の空港経営改⾰の動きに呼応し，国等との調整を図りながら，事業者選定⼿続や空港関連
三セクの株式譲渡 続を進めるなど， 営化に必要な 続の推進を図ってきた。 

 

 
図 3- 65  

 
その結果，平成 28（2016）年７⽉から国管理空港 営化第１号として，仙台国際空港株式会社による空港

運営がスタートし，滑⾛路を含む空港施設を⼀体的に運営することや，着陸料を独⾃に定めることが可能に
なった。 

 

（2013） 

（2014） 

（2015） 

（2016） 
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図 3- 66  
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仙台空港は，令和 3（2021）年 1 ⽉現在，海外 6 都市，国内 9 都市へのネットワークを有しており，JR

仙台駅から仙台空港アクセス線で最速 17 分というアクセスの良さが特 である。また，震災により 時落
ち込んだ旅客数は，順調に回復し，令和元（2019）年度には過去最⾼となる 371 万⼈を超え，東北の経済
や観光を⽀える重要な拠点となっている。 

 

 
図 3- 67 仙台空港航空路線図 

 

 

図 3- 68 仙台空港旅客数推移 
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平成 28（2016）年７⽉から仙台空港の運営を開始した仙台国際空港株式会社は，30 年後の⽬標を「旅客
数 550 万⼈，貨物量 2.5 万トン」とし，東北の旅客に最も選ばれ，かつ東北の重要な貨物拠点となる空港
を⽬指している。現在，⽬標実現に向けて，航空路線の拡充に向けた誘致活動や航空会社の就航意欲を喚
起する料⾦制度の導⼊のほか，旅客ターミナルビルの改修に取り組んでいる。 

令和元（2019）年度にはタイ国際航空のバンコク線や中国国際航空の⼤連線，令和２（2020）年度には
ピーチ・アビエーションの沖縄線や名古屋線が新規就航するなど， 営化の成果が着実に現れており，今
後，空港利⽤者の更なる増加が期待されている。 

 

 

図 3- 69 
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図 3- 70 仙台空港の将来イメージ 

 

（2）  
空港利⽤者が増え，空港内での物販・飲⾷の売り上げが伸びれば，その利益を着陸料などの減免に充

てることができる。 
また，着陸料の減免等によって，航空会社の運航コストを低減することにより，航空会社の新規就航

や増便を促進し，航空路線の更なる充実を図り，旅客や貨物の増加につなげることができる。 
空港 営化によって， 間ノウハウを活かした，⼀体的な空港運営が実現され，航空路線の充実や，空
港利⽤者の増加といった好循環が⽣まれることで，宮城のみならず，東北全体の交流⼈⼝の拡⼤が期待
されている。 

空港 営化の効果を最 限に引き出すためには，空港運営を 間事業者に任せるだけではなく，地元
官 が 体となったエアポートセールスや観光・ビジネスの振興等による航空需要の喚起など，地域の
課題克服に取り組んで⾏く必要がある。 

県では，仙台空港を核として，宮城のみならず広く東北全体に経済効果を波及させるため，仙台国際
空港株式会社や地元⾃治体・経済界と連携し，海外プロモーションや広域観光の推進などに積極的に取り
組むほか，各種メディアによる仙台空港の PR や若年層を対象としたパスポート取得促進キャンペーン
などを実施し，仙台空港の更なる利⽤促進を図っている。 
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 仙台空港の運⽤時間 24 時間化に向けた取組とその後 
 定住⼈⼝の⼤幅な減少による産業競争⼒の低下や地域経済の停滞が予測される中で，東北経済の活性化と
持続的な発展に向けて，交流⼈⼝の拡⼤が必要である。交流⼈⼝の拡⼤に向けては，東北の⽞関⼝として仙
台空港における空港路線網の更なる拡⼤が必要であり，そのためには，航空会社に選ばれる空港となる必要
がある。各航空会社へのヒアリング結果から，空港機能の強化を図るにあたり，運 時間の延 がとりわけ
重要とされていたことから，仙台空港の運⽤時間 24 時間化を図ることとなった。 

運 時間延 に関する地元同意を得るにあたり，平成 30（2018）年８⽉から地域の⽅々への説明会をのべ
67 回開催し，令和 3（2021）年 2 ⽉ 10 ⽇に「仙台空港の運⽤時間 24 時間化に関する覚書」を名取市と岩沼
市の両市と締結した。このことにより，仙台空港における運⽤時間の 24 時間化が可能となり，柔軟なダイヤ
設定ができることで，ヒト・モノの交流・流通の拡⼤による東北産業経済のより⼀層の活性化が期待される。 
  

 
図 3-73 仙台空港の運⽤時間 24 時間化に関する覚書締結式 

（左から，宮城県 村井知事，名取市 ，岩沼市 ， 

仙台国際空港株式会社 ⿃⽻  
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